
 

 

 

 

 

 

指定障害児通所支援事業所の指定更新手続き等について 

（児童福祉法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜市福祉部障がい福祉課 

平成 31年 4月 

 



１ 指定更新について 

（1）概要 

  児童福祉法第 21条の 5の 3第 1項の指定障害児通所支援事業所の指定は、同法第 21条の 5の 16第

1 項の規定により、同法第 24 条の 2 第 1 項の指定障害児入所施設の指定は、同法第 24 条の 10 第 1 項

の規定により、それぞれ 6 年ごとに更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失うことに

なり、報酬を請求することができなくなります。 

 指定の更新を受けるためには、指定更新申請をしていただく必要がありますが、人員・設備及び運営

などの指定基準を満たしていない場合や、申請法人やその役員等が過去に指定取消処分を受けた場合な

ど、法律上の欠格事由に該当するときは、指定更新をうけることができません。 

 

（2）指定の有効期間について 

 指定の有効期間は、原則、指定日から 6 年となります。指定通知文を確認の上、指定の有効期間内に

指定更新申請を行ってください。 

 

（3）休止中の事業者について 

  休止中の事業者は、人員基準が欠如しているなど、指定基準を満たしていないため、指定の更新がで

きません。 

 指定の継続を希望する場合は、指定基準を満たした上で再開届出書を提出していただく必要がありま

す。 

 

（4）指定更新手続きを有効期間内に行わなかった事業所について 

 指定は失効となりますので、サービス利用者などの関係事業者に対して問題が生じないよう、必要な

対応を速やかに行ってください。 

 なお、指定の有効期限経過後に提出された指定更新申請書は受理できません。 

 

2  指定更新申請の手続きについて 

（1）受付期間 

 原則として、指定有効期間満了日３０日前までに、更新申請書類一式を提出してください。なお、審

査の結果、指定基準に達しなかった申請については、申請を却下します。 

 

（2）提出方法 

 郵送または直接持参願います。 

 

（3）提出部数 

 申請書、添付書類ともに 1部提出してください。 

 



（4）提出先 

  〒500-8701  岐阜市今沢町 18  岐阜市役所高層部 1階 

        岐阜市福祉障がい福祉課 指導係 

        TEL 058-214-2136（直通） 

        FAX 058-265-7613 

 

（5）更新申請書等の様式について 

  指定更新申請に係る各種様式については、岐阜市障がい福祉課のホームページに掲載しています。 

 

（6）指定の更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合 

  更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合は、指定更新申請書と併せて変更届出書を提出してく   

ださい。この場合、指定更新申請書は、変更届出書による変更後の内容で作成してください。 

  また、過去に変更届が必要だった事由について、変更届出書の提出漏れが判明した場合についても同  

様の扱いとしますが、その場合は、遅延理由書（任意様式）を併せて提出してください。 

  変更届の必要な事項は、次のとおりです。なお、変更届に必要な書類は、「指定障害児通所支援事業等  

の申請手続き等について」を参照してください。 

 

【変更届の必要な事項】  

1 事業所（施設）の名称 

2 事業所（施設）の所在地（設置の場所） 

3 申請者（設置者）の名称 

4 申請者（設置者）の主たる事業所の所在地 

5 申請者（設置者）の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

6登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに限る） 

7 医療法第 7条の許可を受けた病院又は診療所であること 

8 事業所（施設）の平面図及び設備の概要 

9 事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

10事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

11主たる対象者 

12運営規程 

13障害児通所給付費の請求に関する事項 

14役員の氏名、生年月日及び住所 

15協力医療機関の名称及び診療科名並びに該当協力医療機関との契約内容 

 

 

 



（7）審査について 

  指定更新申請書及び添付書類をもって審査します。申請書の提出後に、サービスの種類ごとに定めら    

れた人員、設備及び運営の基準を満たしているかどうか、具体的な審査を行います。審査にあたり、必 

要に応じて実地による確認を行います。また、審査の過程で不明な点等があった場合は、担当係より事 

業者の方に確認等の問い合わせを行う場合があります 

 

（8）指定更新及び却下通知 

指定更新した事業者には法人宛てに「指定更新通知書」を発行します。いずれも、当該事業所の見や 

すい場所に提示してください。 

指定基準が満たされずに申請が却下となった場合は、申請事業者に「却下通知書」を発行します。 

 

 

問い合わせ先 

〒500-8701 岐阜市今沢町 18 岐阜市役所高層部 1階 

岐阜市福祉部障がい福祉課 指導係 

TEL 058-214-2136 

FAX 058-265-7613 

 


